
 

 

仕  様  書 

 

１ 業務名称 

令和７年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集等業務委託 

 

２ 履行期間 

  令和７年４月１日～令和８年３月 31日 

 

３ 発行回数 

  令和７年５月号～令和８年４月号（原則毎月１日発行）計 12回 

 ※ただし、令和８年４月号は３月 31日発行とする。また、発注者の都合により一部休刊・増 

刊や、発行回数を変更することがある。 

  

４ 紙面様式 

 ・タブロイド判８ページ建て ：４度刷り（全面カラー） ８回 

・タブロイド判 12ページ建て：４度刷り（全面カラー） ４回 

※各月、３ページは市政情報ページとなり、紙面については本市政策企画室で別途作成するた

め、ページ番号等ヘッダー・フッターのみ挿入すること。 

※ただし、発注者の都合によりページ数が増減することがある。 

 

５ 業務内容 

  平野区広報紙「広報ひらの」区政情報ページの企画・編集（デザイン・レイアウト・イラス

トの作成）・校正・カラーカンプ等の作成・色校正の校了までの一切。および、市政情報ページ

の色校正までの一切。 

  ※市政情報ページの出稿用データ（アウトライン化したもの）は、毎号印刷の校了日（原則）

までに、政策企画室広報担当（大阪市北区中之島１－３－20 大阪市役所５階）より提供する。

（ただし、データの受け渡し方法等については、政策企画室と協議すること。） 

（１）デザイン・レイアウト・タイトル・イラストカットの作成（平野区マスコットキャラクタ

ーの作成を含む）・キャッチコピーの制作 

（２）発注者指定原稿（区政情報ページ）の作成（広告原稿の編集等を含む。） 

（３）画像ファイル（JPEG形式・AIデータ）作成 

（４）区政・市政情報ページの色校正（ＰＤＦ形式を含む） 

（５）点訳用データ・完成データ・保存用データの作成およびＷＥＢ掲載用データ(広告を除いた

区情報面の全ページをＰＤＦで作成) 

（６）広告原稿の編集（広告主から提出された広告データを、枠に合ったサイズに加工） 

 

６ 企画編集等（区政情報ページ） 

（１）資料提供 

発注者からの広報紙原稿等の出稿は、原則として発行月の前々月の 15日頃とするが、発注者



 

の都合により前後することがある。Word・Excel・JPEG・AI等のデータを、電子メール（Eメー

ル）等で出稿する。（写真を含む） 

※記憶媒体での持ち運びについては、施錠できる専用のケースに入れて厳重に管理し、絶対に

紛失のないようにすること。また、受け取りに際しては、持出管理簿を作成し提出すること。 

（２）編集・デザイン 

 ・広報紙掲載記事の書体、級数、組み方は、読みやすい紙面を心掛け、編集すること。 

・発注者が提供する原稿をもとに、見やすく分かりやすい内容に文言を書き換え、文章量を調

整すること。また、記事ごとにターゲットに合わせたタイトル、フォント、画像等について提

案し作成すること。イラストについても、できるだけオリジナルイラストや区マスコットキャ

ラクターイラストを使用すること。 

・デザインは、原稿等の紙面配置・段組みのみを指すのではなく、広告原稿の編集、タイトル・

イラストの作成、区長似顔絵、区マスコットキャラクター各種イラストの作成、必要な資料の

収集等・文字デザイン等の考案や写真の加工など紙面作成に必要な一切の業務を含む。 

・広告欄については、発注者の都合により記事になることがあるため、別途指示する。 

・履行期間中１回、発注者の取材に同行し紙面用の写真を撮影すること。 

・発注者が提供する写真について、必要に応じて、明度やハイライト・コントラスト等の加工

を行うこと。また、画像ファイル（AI ファイルと JPEG 形式）についても、加工・作成して紙

面に掲載すること。 

・配色は、テーマ・季節感に合わせて選定し、紙面全体を通じて統一感を持たせる。また、特

に過度な色使いや装飾を避け、シンプルで清潔感があり、色覚に障害がある方や高齢者にも配

慮した紙面を心がけること。デザインや配色の関係で、必要に応じて、場合によっては複数案

作成し、回数制限なく校正を行うこと。 

・広報紙の書体、級数、組み方、配色はユニバーサルデザインにも配慮し、誰もが読みやすい

ものとなるよう、双方協議のうえ、シンプルで清潔感がある、よりよいデザインとすること。 

（３）校正 

・校正は原則としてゲラへ朱書きで行い、紙で出稿する。〔一部、Word・Excel・JPEG等のデー

タを記憶媒体（USBメモリー等）や電子メール（Eメール）で出稿する。〕 

・電子メール（Eメール）による校正を行い、校正は責了とせず、毎回、修正箇所があれば校了

まで繰り返し行う。また、発注者の都合により、初稿から最終校正までの間に、見出し及び記

事やデザインの変更・削除・追加・組み替え、写真・イラストの差し替えをすることがある。 

・カラーカンプ等（紙出力とし、広報紙と同サイズとする。）を校正の都度ページ毎に各３部、

発注者へ届けること。（データでの提出可） 

（４）印刷会社への入稿  

原則として、校了日（土曜・日曜・祝日を除く）に、広報紙印刷業者（当区指定）に、発注

者の確認を得て、「Adobe Illustrator」により版下データを入稿する。書体はすべてアウトラ

イン化する。校了日については、原則として発行日の 10営業日前とするが、発注者の都合によ

り前後することがある。 

（５）色校正確認  

原則として、入稿の翌日に印刷業者（当区指定）が作成した簡易校正刷りを確認すること。

また、入稿後に原稿の差替えやレイアウト変更があった場合は、版下データを修正すること。  



 

※（１）～（５）の日程は、契約締結後、発注者から提示する編集日程表を双方協議の上、

進めることとする。  

（６）その他  

発注者の都合により、初稿から最終校正までの間に、見出し及び記事やデザインの変更・削

除・追加・組み替え、写真・イラストの差し替えをすることがある。その場合、記事のレイア

ウトは最初からやり直しとなるので注意すること。 

業務受託以降、受注者は、従業者の変更等がある場合でも、紙面のデザインやレイアウトの

方針について変更等が起きないように、発注者と協議し、業務上の配慮をすること。 

 

７ 納品 

（１）平野区広報紙「広報ひらの」における下記の完成データを、毎月校了日翌営業日午後３時

までに（ただし、点訳用データ Wordデータ（区政情報のみ）については、毎月校了日翌営業

日の午前 11時までとする）作成し、Eメールで提出又は記憶媒体（CD-R、DVD-R）に保存し、

平野区役所政策推進課へ納品すること。 

なお、記憶媒体については、納品する際、必ず最新のパターンファイルに更新されたウイル

スチェックソフトを使ってウイルスチェックを行い、本市の環境にコンピュータウイルスを

侵入させないための処置を講じること。 

・点訳用データ Wordデータ（区政情報のみ） 

・ホームページ掲載用データ（１面ごとに 1MB以内の PDFファイル。広告データなし。） 

・最終校正を反映した完成データ〔AIファイルでアウトライン済み・アウトライン前のもの。

ファイル圧縮はしないこと。〕 

・区マスコットキャラクターポーズ等の保存用データ〔JPEGおよび AIファイル(アウトライ

ン済み・アウトライン前のもの。ファイル圧縮はしないこと。)〕 

（２）当該年度最終発行月（令和８年４月号）データ作成後、令和７年５月号から令和８年４月

号の保存用データを作成し、記憶媒体（DVD-R）に保存し発注者へ納品すること。〔各月ごと

に PDF ファイル及び AI ファイル（アウトライン済み・アウトライン前のもの。）を作成し、

ファイル圧縮はしないこと。〕 

（３）本市へ納品の際は大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用するこ

ととし、また、輸送を行う際に使用する自動車（乗用車・軽自動車を除く）は、車種規制適

合車等でなければならない。（別紙特記仕様書参照） 

 

８ 契約金額 

（１）価格 

契約価格は、本業務にかかる一切の経費を含めるものとする。 

（２）支払い 

受注者からの請求に基づき、各月号の履行確認後に支払う。なお、端数が生じた場合は、

最終号の経費に含むものとする。 

  

９ 再委託等の禁止 

（１）令和７年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集等業務委託契約書第１６条第１項に規定



 

する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することは

できない。 

・委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

・平野区広報紙「広報ひらの」企画編集業務 

（２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委

託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

（３）受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注

者の承諾を得なければならない。なお、元請の契約金額が 1,000万円を超え契約の一部を再

委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。 

（４）地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争

入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前

項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の 3分の 1以内で申請がな

された場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがや

むを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を

選定したときは、この限りではない。 

（５）受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確に

しておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければ

ならない。なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期

間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者

であってはならない。また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12 条第３項に基づき、

再委託等の相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第

16 条第２項及び第 16 条の２第２項に規定する書面とあわせて発注者に提出しなければなら

ない。 

 

１０ その他 

（１）本仕様を変更する場合は、その都度、双方協議のうえ決定する。 

（２）突発的な事由等による記事や写真、イラスト等の修正、差し替えが発生した場合は、すみ

やかに双方協議し決定する。 

（３）本業務を通じて知りえた情報を第三者に漏らしてはならない。 

（４）発注者が提供した原稿、写真、イラスト等は使用後すみやかに返却すること。 

（５）成果物に係る使用権及び著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第21条から第28条まで

に規定する権利をいう）は、発注者に帰属するものとする｡ 

（６）広報紙は、区内全域の世帯に配付するものであり、非常に影響の大きい印刷物であるので、

本仕様書のとおり厳重に履行すること。 

（７）納品前に作成された広報紙のデータ等を引き渡すよう発注者から依頼のあった場合は、す

みやかに双方協議し決定する。 

（８）発注者とのやりとりは、日本語で行うこと。 

（９）契約後の仕様書に関する質問は、文書により行うこと。 

（10）契約書や仕様書に変更が生じた場合、または、定めのない事項については、双方協議のう

え必要に応じて変更を行う。 

（11）契約締結後に本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者の解釈に従うこと。 



 

（12）事業を円滑に進めるため、事前準備が必要な場合は、受注者の判断において行うこと。 

 

１１ 担当 

平野区役所政策推進課（大阪市平野区背戸口３－８－19） 電話０６－４３０２－９６８３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告枠 

 

 

 

広告枠 

参考デザイン（1 面） 



 

 

 

 

参考デザイン（中面） 



 

グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、

大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければなら

ない。 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン

配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグ

リーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使

用する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を

求めた場合には、協力すること。 

 

 

 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境規制課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 



 

 

 

暴力団等の排除に関する特記仕様書  

 

１ 暴力団等の排除について      

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）

は、大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号。以下「条例」という。）

第 2条第 2 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3号に規

定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認めら

れる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。  

(2) 受注者は、条例第 7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、

暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材

料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。  

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら

れる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約

を解除させなければならない。   

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認

められる者から条例第 9条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受け

たときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務

事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察

への届出を行わなければならない。  

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められ

る者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報

告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。  

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなか

ったと認めるときは、条例第 12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要

綱による停止措置を行うことがある。  

(5) 受注者は第 3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜

査に協力しなければならない。  

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者か

らの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議

の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる

措置を講じることとする。  

  

２ 誓約書の提出について  

    受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出し

なければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。  

  

 

 



 

特記仕様書 

 

  発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不

適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の平野区役所総務課（連絡先：06

－4302－9625）に報告しなければならない。 

 

 

 

公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務（以下「当該業務」という。）の履行

に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成 18 年大阪市条例第 16 号）

（以下「条例」という。）第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたときは、

速やかに、公益通報の内容を発注者（平野区役所総務課）へ報告しなければならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、

条例第 12 条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（平野

区役所総務課）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行

う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務

の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条

例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 

 

 

 

 

 


